
 

 
 

 

 
贈与者が死亡した場合の非上場株式等についての相続税の納税猶予の報告書 

 

入  力 

 

確  認 

 

 ※ 

 

 ※ 

 

 

                                               平成   年   月   日 

            税 務 署 長 殿 

                                            〒 

                                         住所                  

 

                                           氏名                 印 

                                            （電話番号   －    －    ） 

 

 

      租税特別措置法第70条の７の４第１項の規定による相続税の納税の猶予を受けたいので、次に掲げる税額等 

 

について確認し、同条第７項第２号の規定により報告します。 

 

 ※ 

 印 

 欄 

 は 

 記 

 入 

 し 

 な 

 い 

 で 

 く 

 だ 

 さ 

 い 

  。 
 
１ 特例受贈非上場株式等の贈与を受けた年月日                  平成   年   月   日 

 

２ 相続税の申告書を提出する日の直前の経営相続報告基準日 

（以下「基準日」といいます。）（注１）                   平成   年   月   日 

 

３ ２の基準日における猶予中贈与税額                                   円 

 

４ ２の基準日において有する特例相続非上場株式等の数又は金額                   株(口・円) 

 
 
５ 認定相続承継会社の明細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 

所 
 

 

 

 
 

 

氏 

名 
 

 

 

（    年   月   日 生） 
 

 

 

 関与税理士 

 

 
 

 

 電 話 番 号 

 

（資12② － 28 － Ａ４統一 ）    

 通信日付印の年月日  

  年  月  日 

確認印 番   号 

こ 

の 

報 

告 

書 

は 

相 

続 

税 

の 

申 

告 

書 

と 

一 

緒 

に 

提 

出 

し 

て 

く 

だ 

さ 

い 

。 

(変更前)

(変更前)

円

円

人

３期前の事業年度

相続税の申告書を提出する日の直前の基準日までに終了する各事業年度における総収入金額（注２）

円

基準日における資本金の額又は出資の総額

認定相続
承継会社

名　称

本店の
所在地

基準日における準備金の額

基準日における常時使用従業員の数（注３）

２期前の事業年度

円

事　由

認定相続承継会社が商号の変更、本店所在地の変更、合併による消滅、株式交換若しくは株式移転により他の会社
の株式交換完全子会社等となった場合又は解散の事実がある場合には、その事由

円

直前の事業年度

税 務 署 
受 付 印 



 

 

 

（裏） 

 

《 こ の 報 告 書 の 提 出 を す る 必 要 の あ る 方 》 

 

    

非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例(租税特別措置法第70条の７の４

第１項)の適用を受けようとする経営相続承継受贈者（注４）であって、特例受贈非上場株式等に係

る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から５月（贈与者が経営相

続承継受贈者に係る租税特別措置法第70条の７第２項第６号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌

日以後に死亡した場合には３月）を経過する日が贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限まで

に到来する場合には、相続税の申告書と一緒にこの報告書を提出する必要があります。 

 

（注１） 「経営相続報告基準日」とは、租税特別措置法第70条の７の４第２項第６号に定める日を

いいます。 

 

（注２） 相続税の申告書を提出する日の直前の経営相続報告基準日までに終了する事業年度が経営

相続承継期間（注５）内である場合は、相続税の申告書を提出する日の直前の経営相続報

告基準日までに終了する事業年度における総収入金額のみを「直前の事業年度」欄に記載

し、また、その事業年度が、経営相続承継期間経過後である場合は、この報告書を提出す

る日の直前の経営相続報告基準日までに終了する事業年度以前３期分の各総収入金額を記

載してください。 

     なお、その事業年度が経営相続報告基準日の直前の租税特別措置法第70条の７第２項第７

号に規定する経営贈与報告基準日までに終了する場合にはこの欄への記載を要しません。 

 

（注３） 「常時使用従業員」とは、租税特別措置法施行規則第23条の９第４項に定める者をいいま

す。 

 

（注４） 「経営相続承継受贈者」とは、租税特別措置法第70条の７の４第２項第３号に定める者を

いいます。 

 

 

（注５） 「経営相続承継期間」とは、租税特別措置法第70条の７の４第２項第５号に定める期間を

いいます。 

 

 

 

 


